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社会福祉法人 光 特別養護老人ホーム光の丘 指定介護老人福祉施設運営規程

（事業の目的）

第１条 この規程は、社会福祉法人光が開設する指定介護老人福祉施設 「特別養護老人ホーム光の丘」（以

下「施設」という。）の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、施設の従

業者が要介護状態にある利用者に対し、適正な指定介護老人福祉施設サービスを提供することを目的と

する。

（運営の方針）

第２条 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービ

スに提供の提供に努めるものとする。

２ 従業者は、利用者が可能な限り居宅における生活への復帰ができることを念頭に、その有する能力に

応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護・相談・援助、社会生活

上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うものとする。

３ 事業の実施に当たっては、地域や家庭との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者及び

他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との綿密な

連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

（施設の名称等）

第３条 施設の名称、所在地及び定員は、次のとおりとする。

（１）名 称 特別養護老人ホーム光の丘

（２）所在地 埼玉県入間郡越生町大字上野３０７８番地５

（３）定 員 ７０人

（施設の職員の職種、員数及び職務内容）

第４条 施設に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

（１）管理者 １人（常勤）

  管理者は、施設の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。

（２）医師 １人（非常勤）

  医師は、利用者の健康状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置をとる。

（３）生活相談員 １人（常勤）

  生活相談員は、利用者及び家族等からの相談に応じ、必要な助言その他の援助を行うとともに、職

員に対する技術指導、関係機関との連絡調整等を行う。

（４）看護職員 ３人（常勤３人）

  看護職員は、利用者の日々の健康状態のチェック、保健衛生上の指導や看護を行う。

（５）介護職員 ２１人（常勤２１人）

  介護職員は、利用者の入浴、給食等の介助及び援助を行う。

（６）栄養士 １人（常勤）

  栄養士は、給食の献立の作成、利用者の栄養指導、調理員の指導等を行う。

（７）機能訓練指導員 １人（常勤）

  機能訓練指導員は、機能の減衰を防止するための訓練を行う。

（８）事務職員 ２人（常勤）

  事務職員は、必要な事務を行う。
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（９）介護支援専門員 １人（常勤）

  介護支援専門員は、施設サービスの計画の作成を行う。

（指定介護老人福祉施設サービスの内容）

第５条 指定介護老人福祉施設サービスの内容は、次のとおりとする。

（１）利用の対象者は、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅に

おいて日常生活を営むことに困難がある者とする。

（２）サービスは、次条に定める施設サービス計画に基づき、特に以下の点に留意して提供する。

①常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサー

ビスを利用者の希望に添って適切に提供する。

②懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービス提供方法等について、理解し

やすいように説明を行う。

③介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。

④利用者や他の利用者の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利

用者の行動を制限する行為を行わない。

⑤衛生管理、感染症の発生予防に細心の注意をはらう。

⑥利用者の心身の状況に応じて、週に２回以上入浴又は清拭を行う。

   また、排泄、離床、着替え、整容等に関し、必要かつ適切な介護を行う。

⑦栄養、利用者の身体状況・嗜好、提供時間、自立支援等に配慮して食事を提供する。

⑧退所にあたっては、居宅介護支援事業者や他の保健医療福祉サービス提供者等と連携し、必要な援

助を行う。

（施設サービス計画の作成）

第６条 管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、サービス提供の開

始前から終了後に至るまでの利用者が利用するサービスの継続性等に配慮して、サービスの目標や当該

目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した施設サービス計画の作成を介護支援専門

員に行わせるものとする。

２ 介護支援専門員は、他の従業者と協議の上、施設サービス計画の原案を作成し、利用者や家族に対し、

その内容等について説明し、同意を得るものとする。

（利用料その他の費用の額）

第７条 指定介護老人福祉施設の利用料は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該施設サービ

スが法定代理受領サービスであるときは、基準上の額に対し介護保険負担割合証に記載の割合に応じた

額と食事の標準負担の額とする。

２ その他の費用として、次に掲げる費用の支払いを受けることができるものとする。

（１）居住費１日あたり 多床室 ９１５円、従来型個室 １，２３１円

（２）食費１日あたり １，４４５円

※（１）、（２）については、ただし負担限度額認定を受けている場合には、介護保険負担限度額認定証

に記載されている負担限度額とする。

（３）理美容代１回あたり １，０００円（散髪のみ）、１，５００円（散髪及び顔そり）

（４）その他日常生活上の便宜に係る費用

  ①日常生活費１日あたり ２００円（歯ブラシ、クルリーナ等）

  ②貴重品管理・預り金受入・支払代行１日あたり ６０円
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３ 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支

払に同意する旨の文書に署名（記名押印）を受けることとする。

（施設利用に当たっての留意事項）

第８条 利用者は、次に掲げる事項を遵守すること。

（１）共同生活の秩序を保ち、規律ある生活をすること。

（２）火気の取り扱いに注意すること。

（３）けんか、口論、泥酔、中傷その他他人の迷惑となるような行為をしないこと。

（４）その他管理上必要な指示に従うこと。

（緊急時における対応方法）

第９条 サービス提供時に利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又

はあらかじめ事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を行う。

（苦情処理）

第１０条 指定介護老人福祉施設サービスの提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するた

めに必要な措置を講じるものとする。

２ 提供した指定介護老人福祉施設サービスに関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示

の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するととも

に、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

３ 提供した指定介護老人福祉施設サービスに関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査

に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に

従って必要な改善を行う。

４ 提供した指定介護老人福祉サービスに関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相

談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。

（非常災害対策）

第１１条 施設は、消防法等の規定に基づき非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害に備えるた

め、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

（虐待防止に関する事項）

第１２条 施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

（１）虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業

者に周知徹底を図る。

（２）虐待の防止のための指針を整備する。

（３）従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。

（４）前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

２ 施設は、サービス提供中に当該施設従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者）

による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は速やかにこれを市町村に通報するものとする。

（身体的拘束等）

第１３条 施設は、指定サービスの提供にあたっては、入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護す

るため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為（以下「身体的拘

束等」という。）を行いません。

２ 施設は、前項の身体的拘束等を緊急で行う場合には、保証人に事前に説明する。また、その態様及び

時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとします。なお、当該
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記録は２年間保存するものとします。

３ 施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じるものとします。

（１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことがで

きるものとする。）を３月に１回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業

者に周知徹底を図ること。

（２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

（３）介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に（年２回以上）実

施すること。

（個人情報の保護）

第１４条 施設は、入所者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労

働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守

し適切な取扱いに努めるものとする。

２ 施設が得た入所者及びその家族の個人情報については、施設の介護サービスの提供以外の目的では原

則的に利用しないものとし、外部への情報提供については入所者及びその家族の了解を得るものとす

る。

（その他運営についての留意事項）

第１５条 施設は、従業者の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務

体制を整備する。

（１）採用時研修 採用後１ヶ月以内

（２）継続研修 年１回以上

２ 従業者は、職務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

３ 従業者であった者に、職務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくな

った後においても、これらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

４ この規定に定めるほか、運営に必要な事項は、社会福祉法人 光 理事長と事業所の管理者の協議に

基づいて定めるものとする。

附則

１ この規程は、平成１８年４月１５日から施行する。

２ 平成２７年８月１日一部改正

３ 平成３０年８月１日一部改正

４ 令和３年８月１日一部改正

５ 令和７年４月１日一部改正
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特別養護老人ホーム光の丘重要事項説明書

＜２０２５年４月１日 現在 ＞

１ 当施設が提供するサービスについての相談窓口

   担 当  志賀直哉             

   電 話  ０４９－２９２－５７００     （１０時～１６時）

      ＊ ご不明な点は、おたずねください。

２ 特別養護老人ホーム光の丘の概要

（１）提供できるサービスの種類  介護老人福祉施設サービス及び付随するサービス

（２）施設の名称及び所在地等

施 設 名 称          特別養護老人ホーム光の丘

所 在 地          埼玉県入間郡越生町大字上野３０７８番地５

事 業 所 番 号   １１７２４００１１９号

（３）施設の職員体制（介護老人福祉施設定員７０床、併設施設短期入所生活介護定員１０床の

           合計８０床としての職員体制）

常勤 非常勤 業務内容 計

管理者 1 名（ ） 名（ ） サービス管理全般 １名（ ）

医師 名（  ） ２名（１） 診療、健康管理等 ２名（１）

生活相談員 1 名（１）   名（ ） 生活上の相談等 １名（１）

栄養士 1 名（ ）   名（ ） 栄養管理等 １名 ( )

機能訓練指導員 １名（ ） １名（１） 機能回復訓練等 ２名（１）

介護支援専門員 1 名（１）   名（ ）
サ ー ビ ス 計 画 の 立

案・管理等
１名（１）

事務職員 ３名（１） 名（ ） 一般事務・料金請求等 ３名（１）

看   看護員 ２名（ ） ３名（ ） 医療、健康管理業務等 ５名（ ）

護 介護福祉士 ２３名（１２） ３名（ ）

日常介護看護業務等

２６名（１２）

介

護

職

員

１ ～２ 級修了者

介護職員基礎研修

介護職員初任者研修

  その他

名（ ）

  名（ ）

  名（ ）

４名（３）

  名（ ）

  名（ ）

  名（ ）

５名（２）

名（ ）

  名（ ）

  名（ ）

９名（５）

   （ ）内は男性再掲   ※職員は随時変更している場合があります。
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（４）施設の設備の概要

定  員               ７０名 静 養 室     １室

居 室 ４人部屋（多床室）    １４室 医 務 室     １室

２人部屋（多床室）     ４室 食   堂     ２室

１人部屋(個室) ６室 機能訓練室 ２室

浴 室 一般浴室     ２室 レクリエーションルーム     １室

特殊浴室     １室 ラウンジ     ２ヵ所

３ サービス内容

  ①施設サービス計画の立案

…介護支援専門員と介護関係職員が協議して計画をたて、利用者の方に説明し、

  同意をいただきます。

  ②食  事…朝食    ７時３０分～ ８時３０分

              昼食   １２時００分～１３時００分

              夕食   １７時３０分～１８時３０分

        以上の他、湯茶等のサービスがあります。

                原則、食堂にておとりいただきます。

  ③入  浴…週に最低２回入浴していただけます。ただし、利用者の状態に応じ、清拭とな

        る場合があります。

  ④介  護…施設サービス計画に沿って下記の介護を行います。

                着替え、排泄、食事等の介助、おむつ交換、体位変換、シーツ交換、施設内の

        移動の付き添い等

  ⑤機能訓練…必要に応じ訓練室等において機能回復訓練を行います。

  ⑥生活相談…常勤の生活相談員に、介護以外の日常生活に関することも含め相談できます。

  ⑦健康管理…当施設では、原則、年間１回健康診断を行います。日程については、別途ご連

絡します。また、医務室にて診療や健康相談サービスを受けることができます。

  ⑧緊急時の対応

       …体調の変化等、緊急の場合は緊急連絡先に連絡します。

  ⑨安全管理…防災、避難訓練等設備を含め安全面に常時配慮しています。

⑩行政手続代行

       …行政手続の代行を施設にて受け付けます。ご希望の際は、職員にお申し出くだ

        さい。ただし、手続に係る経費は、その都度お支払いいただきます。
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⑪貴重品の管理及び日常費用の受入・支払代行

    …介護以外の日常生活に係る諸費用に関する受入・支払代行を申し込むことが

     できます。サービスご利用に際しては、別途、委任状が必要となります。

  ⑫所持品等の保管

       …特別な事情がある所持品等についてはお預かりいたします。ただし、預けるこ

        とのできる所持品等の種類や量等に制限があります。詳しくは、職員にお尋ね

        ください。

  ⑬レクリエーション

    …当施設では、日々のクラブ活動のほか、種々の行事が行われます。

  ⑭その他のサービス

     ア 理 美 容 サ ー ビ ス：当施設では、理美容サービスを実施しております。

     イ その他のサービス ：介護保険の適用を受けられないサービス等については、そ

                の都度お申し出を受けご相談させていただきます。

４ 利用料金

（１）基本料金

   ①介護福祉施設サービス費 （介護保険負担割合証にて１割、２割、３割負担者に分かれます）                            

【従来型個室・多床室】  

１日当たり

の単位数

看

護

体

制

加

算

Ⅰ

精

神

科

医

師

療

養

指

導

加

算

日

常

生

活

継

続

支

援

加

算

個

別

機

能

訓

練

加

算

科
学
的
介
護
推
進
体
制
加
算

介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算
Ⅰ

要介護１ ５８９単位

４

単

位

／

日

５

単

位

／

日

３

６

単

位

／

日

１

２

単

位

／

日

４

０

単

位

／

月

１ヶ月の

総単位数

×

１ ４ ０ ／

１０００

要介護２ ６５９単位

要介護３ ７３２単位

要介護４ ８０２単位

要介護５ ８７１単位

〇地域区分  ７級地  介護報酬単価が 1 単位あたり、１０．１４円

〇初期加算  ３０単位   入所後３０日間に限り上記料金に初期加算があります

〇外泊時費用 ２４６単位   1 日あたり、入院または自宅における外泊を認めた場合に算定
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※料金の変更等

  介護保険関係法令の改正等により料金が変更になる場合は、事前にご説明をし、ご承諾を

   いただきます。

（２）その他の料金

①食費          １日あたり１，４４５円

②居住費   従来型個室、１日あたり１，２３１円

                  多床室、１日あたり  ９１５円

（食費・居住費については、介護保険負担限度額認定証をお持ちの方は認定証に準じます）

  ③貴重品・出納管理費    １日あたり ６０円（委任状が必要になります）

  ④日常生活費（日用品費）  １日あたり ２００円

⑤その他          理美容費 1 回あたり １，０００円（散髪のみ）

                        １，５００円（散髪及び顔そり）

（３）基本料金の減免措置  生活相談員にお尋ねください。

（４）支払方法  

   毎月、１０日をめどに前月分の請求をいたしますので、その月の月末日までにお支払いく

ださい。お支払方法は、ご契約の際に決めさせていただきます。

５ 入退所の手続

（１）入所手続

   お電話等でお問い合わせください。

   入所と同時に契約を結び、サービスの提供を開始します。

   「居宅サービス計画」の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談くだ

   さい。

（２）退所手続

    ① 利用者のご都合で退所される場合

      退所を希望する日の７日前までにお申し出ください。

    ②  自動終了

    以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。

   ・ 利用者が他の介護保険施設に入所した場合………その翌日

   ・ 介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分が、非該当（自立）ま

    たは要支援と認定された場合は、所定の期間の経過を持って退所していただくことにな

    ります。

   ・ 利用者がお亡くなりになった場合………その翌日
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③  その他

   ・ 利用者が、サービス利用料金の支払いを支払期限（月末）までに支払うことがなく、

料金を支払うよう催告したにもかかわらず、支払わない場合、または利用者やご家族な

どが当施設や当施設の従業者に対して本契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場

合は、退所していただく場合がございます。この場合、契約終了３０日前までに文書で

通知いたします。

・ 利用者が病院または診療所に入院し、明らかに３ヶ月以内に退院できる見込みがない

  場合または入院後３ヶ月経過しても退院できないことが明らかになった場合、文書で通

  知のうえ、契約を終了させていただく場合がございます。この場合、退院後に再度入所

  を希望される場合は、お申し出ください。

   ・ やむを得ない事情により、当施設を閉鎖または縮小する場合、契約を終了し、退所し

    ていただく場合がございます。この場合、契約終了３０日前までに文書で通知いたしま

    す。

   ・ 上記①から③による退所が行われ、契約が終了した場合であって、利用者のやむを得

    ない事由によりその契約終了日の翌日以降当施設を利用することとなるときは、その利

    用に要する実費を請求します。

６ 当施設のサービスの特徴等

（１）基本方針

  事業の実施にあたっては、利用者の意志及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサ

ービスの提供に努めます。施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅生活への復帰を念頭

に置き、入浴、排泄、食事等の介護、相談、援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活

上の援助、機能訓練、健康管理及び療養上の看護を行うことにより、利用者がその有する能力

に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指します。また、地域や家族

との結びつきを重視し、密接な連携を図り精神的安定感のある総合的なサービスの提供に努め

ます。

（２）施設利用にあたっての留意事項

・面会時間      別紙参照

・外出、外泊     事前にご連絡ください。外泊時の費用は介護給付費に定められている

外泊時費用となります（新型コロナウイルス感染症発生時より中止）

・宗教活動      信仰は自由ですが、共同生活に支障のない範囲とさせて頂きます。ま

            た、施設内においての布教活動等は禁止させていただきます。
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（３）当施設の概要

  名称・法人種別  社会福祉法人 光

  代 表 者 名  理事長 吉田あつみ           

所 在 地     埼玉県入間郡越生町大字上野３０７８番地５

  電 話 番 号  ０４９－２９２－５７００

  法 人 設 立  平成６年６月１４日

  定款の目的に定めた事業

  ①第一種社会福祉事業

   (イ)特別養護老人ホーム光の丘の設置経営

      (ロ)軽費老人ホーム（ケアハウス）光の丘の設置経営

②第二種社会福祉事業

(イ)老人デイサービス事業光の丘の設置経営

(ロ)老人短期入所事業光の丘設置経営

(ハ)老人介護支援センター光の丘設置経営

  ③公益事業

   (イ)指定居宅介護支援事業所光の丘設置経営

７ 緊急時の対応方法

   ご利用者に容体の変化等があった場合は、医師に連絡する等必要な処置を講ずるほか、緊

急連絡先として指定を受けた方等に速やかに連絡いたします。

８ 事故発生時の対応について

   事故が発生した場合には、応急処置および緊急受診などの必要な処置を講ずると共に、保

証人に速やかに連絡いたします。また、状況に応じて保険者および埼玉県西部福祉事務所へ

報告いたします。そして、賠償すべき事故の場合には、速やかに損害賠償手続きを行います。

  また、事故が発生した際にはその原因を解明し、再発防止策を講じます。

９ 福祉施設サービスの第三者評価については、実施しておりません。
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10 苦情相談窓口

※サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応します。

ご利用相談室 窓口担当者  ：志賀直哉（生活相談員）

       苦情解決責任者：吉田あつみ（施設長）

ご利用時間：月～日曜日 ９時３０分～１７時３０分

ご連絡先  電話番号 ０４９-２９２-５７００ メール：hikari95＠bz01.plala.or.jp 

※公的機関においても、次の機関において苦情申し出ができます。

越生町役場 健康福祉課 高齢者介護担当

埼玉県入間郡越生町大字越生９００番地２

  電話番号：０４９-２９２-３１２１

埼玉県国民健康保険団体連合 介護保険課

埼玉県さいたま市中央区大字下落合１７０４番

  電話番号：０４８-８２４-２５６８（苦情相談専用）

※第三者委員  氏名 塩野 裕

公平中立な立場で、苦情を受け付け相談にのっていただける委員です

緊急連絡先①

氏名

住所

電話番号

続柄

  緊急連絡先②

氏名

住所

電話番号

続柄

緊急連絡先③

氏名

住所

電話番号

続柄
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  年  月  日

特別養護老人ホーム光の丘入所にあたり、利用者に対して契約書及び本書面に基づいて重要な

事項を説明しました。

               事 業 者

                所 在 地 埼玉県入間郡越生町大字上野３０７８番地５

                名   称 社会福祉法人 光    

                説明者氏名 志賀直哉 印  

私は、契約書及び本書面により、事業者から特別養護老人ホーム光の丘についての重要事項の

説明を受けました。

               利 用 者

                住   所

                氏   名                印

               身元保証人

                住   所

                氏   名                印


